
(
C
h
u
u
k
)
 

で
あ
る
。

島

（
旧
・
ト
ラ
ッ
ク
[
T
r
u
k
)
州、

コ
ス
ラ
エ

(
K
o
s
r
a
e
;
 
コ
シ
ャ
エ
こ

K
o
s•I_

‘ 

aie) 

*-
ポ
ー
ン

ペ
イ

(
P
o
 hn
p
e
i
)
 

人
口
は
、

約
一

0
万
八
0
0
0
人
で
あ
る
。

首
都
は
パ
リ
キ
ー
ル

(Palikir) 
で
あ
る
。

ミ
ク
ロ

(
S
a
i
p
a
n
)
 

ア
の
島
嶼
国
家
で
あ
る
。
総
面
積

一
、
は
じ
め
に

二
、
刑
事
裁
判
制
度

三
、
刑
事
制
裁

四
、
お
わ
り
に

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦

(
F
e
d
e
r
a
t
e
d
S
t
a
t
e
s
 o
f
 M
i
c
r
o
n
e
s
i
a
)
 

の
南
に
あ
る
約
六

0
0
の
島
々
か
ら
な
る
ミ
ク
ロ
ネ
シ

．
 ヽ

は

じ

め

に

は
ヽ

我
が
国
の
南
東
に
位
置
し
、

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁

永

は
七

0
二
平

グ
ア

田

ム
島

(
G
u
a

五
〇

ネ
シ
ア
連
邦
は
、

憲

方
キ
ロ

m) 

（
三
五
六
）

史
（
旧
・
ポ

チ
ュ
ー
ク

メ
ー
ト
ル

や
サ
イ
パ
ン



八
年
に
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島

(
M
a
r
s
h
a
l
l
Islands) 

こ‘、
n
ヽ

t
ヵ

、
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁

こ
の
地
域
は
、
南
洋
群
島
と
呼
ば
れ
、

争
っ
た
。

か
っ
た
。
し
か
し
、

ス
ペ
イ
ン
は
、

到
達
し
た
の
は
、
紀
元
後
一
五
二
八
年
で
あ
り
、

ナ
ペ
こ

P
o
n
a
p
e
)

州、

五

一
九
七
九
年
に
は
、
連
邦
議
会
の
選
挙
が
行
な
わ
れ
、

一
九

.—‘ 

コ
ス
ラ
エ
朴

ポ
ー
ン
ペ
イ
州
、

ヤ
ッ

一
九
七

一
九
七
五
年
に
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
意
図
に
反
し
て
独
立
を
志
向
し

一
九
六
五
年
に
ア
メ
リ

の
裁
定
に
よ
り
、
こ
の
地
は
ド
イ
ツ
の
保
護
領
と
な
っ
た
。

(
1
)
 

こ
の
地
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
メ
ラ
ネ
シ
ア
か
ら
遅
く
と
も
紀
元
前
後
ま
で
に
は
拡
散
が
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。

ス
ペ
イ
ン
人
の
サ
ア
ベ
ド
ラ

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
な
ど
と
と
も
に
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
全
域
の
領
有
権
を
主
張
し
た
も
の
の
、
実
質
的
な
統
治
は
行
な
わ
な

一
八
六

0
年
代
以
降
、
欧
米
の
商
社
が
進
出
す
る
と
、

一
八
八
五
年
の
教
皇
レ
オ
一
三
世

(
L
e
o

XII!) 

ス
ペ
イ
ン
と
ド
イ
ツ
が
こ
の
地
の
領
有
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く

第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
と
、
我
が
国
は
、
日
英
同
盟
を
理
由
に
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
し
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
地
域
を
無
血
占
領
し
た
。

一
九
二

0
年
の
国
際
連
盟
の
発
足
と
同
時
に
、
我
が
国
が
委
任
統
治
を
行
な
う
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
。
以
後
、
多
く
の
日
本
人
が
こ
の
地
域
に
移
民
し
、
経
済
的
に
発
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
我
が
国
が
敗
れ
る
と
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
こ
の
地
域
を
国
際
連
合
の
太
平
洋
信
託
統
治
領

(
T
r
u
s
t
T
e
r
r
i
t
o
r
y
)
 

カ
合
衆
国
が
設
置
し
た
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
議
会

(
C
o
n
g
r
e
s
s
o
f
 M
i
c
r
o
n
e
s
i
a
)
 

と
パ
ラ
オ

プ
州
の
四
州
に
よ
っ
て
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
が
一
九
七
八
年
に
発
足
し
た
。

ヤ
ッ
プ

(
Y
a
p
)

州
の
四
州

(State)

は
ヽ

(
N
o
r
t
h
e
r
n
 M
a
r
i
a
n
a
 Islands)

が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
自
治
領

(
C
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
)

の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国

(
R
e
p
u
b
u
l
i
c
o
f M
a
r
s
h
a
l
l
 Islands) 

と
し
て
統
治
し
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
事
利
用
計
画
の
提
示
に
よ
り
分
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、

と
な
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
ま
た
、

(
P
a
l
a
u
)

が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
憲
法
草
案
を
住
民
投
票
で
否
決
し
、
そ

と
パ
ラ
オ
共
和
国

(
R
e
p
u
b
u
l
i
c
o
f
 P
a
l
a
u
)
 

て
独
立
し
た
。
結
局
、
住
民
投
票
で
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
憲
法
草
案
に
賛
成
し
た
チ
ュ
ー
ク
州
、

（
三
五
七
）

と
し

(
S
a
a
v
e
d
r
a
)

が
島
々
を
確
認
し
た
。

か
ら
な
る
連
邦
国
家
で
あ
る
。

一
九
―
四
年
に

一
五
六
五
年
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が



第
五
八
巻
三
号

八
一
年
に
は
、
最
高
裁
判
所

(
S
u
p
r
e
m
e
C
o
u
r
t
)

が
設
立
さ
れ
た
。

(
C
o
m
p
a
c
t
 of F
r
e
e
 A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)

を
調
印
し
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
、

て
い
る
。
現
在
、

一
九
八
六
年
に
独
立
し
、
二

0
0
四
年
に
は
同
協
定
を
改
定
し

(
2
)
 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
基
地
使
用
料
と
自
由
連
合
協
定
に
基
づ
く
財
政
援
助
が
国
家
財
政
を
支
え
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

(

3

)

(

4

)

 

現
在
の
法
状
況
を
見
る
と
、
連
邦
の
憲
法
、
各
州
の
憲
法
、
連
邦
の
法
令
、
州
の
法
令
、
地
方
の
法
令
、
条
約
及
び
協
定
、
憲
法
に
反

(
5
)

（

6
)
 

し
な
い
信
託
統
治
領
時
代
の
法
律
、
不
文
法
た
る
慣
習
な
ど
が
法
源
と
さ
れ
て
い
る
。
法
曹
に
つ
い
て
見
る
と
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
国

内
に
法
曹
養
成
機
関
が
存
在
し
な
い
た
め
、
法
曹
志
望
者
は
、

の
大
学
で
学
ぶ
し
か
な
い
。
法
曹
資
格
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
が
規
則
を
定
め
て
い
る
。
法
律
学
の
学
位
を
有
さ
な
く
と
も
活
動
す

る
こ
と
が
で
き
る
公
判
代
理
人

(trial
a
d
v
o
c
a
t
e
)
 

こ
と
が
で
き
る
。
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
国
内
に
法
曹
は
三

0
人
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
国
籍
を
有
す
る
者
は

（
一
九
九
一
二
年
現
在
）
。

一
九
八
―
一
年
に
は
、

（
三
五
八
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
で
自
由
連
合
協
定

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

と
し
て
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
が
所
定
の
試
験
に
合
格
す
れ
ば
、
法
曹
と
な
る

オ
セ
ア
ニ
ア
諸
国
の
よ
う
に
、
人
口
が
少
な
く
、
領
土
が
点
在
す
る
国
家
に
お
い
て
、
刑
事
司
法
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か

は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
人
口
規
模
が
小
さ
く
、
刑
事
司
法
運
営
に
費
用
や
手
間
を
か
け
難
い
オ
セ
ア
ニ
ア
諸
国
の
刑
事
司
法
制
度
を

参
考
に
す
る
こ
と
は
、
①
比
較
法
的
関
心
を
満
た
し
、
②
刑
種
の
少
な
い
我
が
国
に
新
た
な
刑
事
制
裁
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
、
③

将
来
、
我
が
国
の
地
方
公
共
団
体
が
犯
罪
者
の
処
罰
や
処
遇
を
行
な
う
際
に
役
立
つ
知
見
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

日
本
、

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
、

ナ
ウ
ル
共
和
国
、

(
7
)
 

ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
に
続
い
て
、
ミ
ク
ロ
ネ

シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁
を
紹
介
し
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ス
ペ
イ
ン
、

ド
イ
ツ
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
統
治
者
の
変
遷
を
経
験
し
て
お
り
、
法
制
度
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
追
究
す
る
点
で
も
興

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ト
ン
ガ
王
国
、

1
0
人
ほ
ど
で
あ
る

関
法

五

(
P
a
p
u
a
 N
e
w
 G
u
i
n
e
a
)
 



(
l
)
 

、
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁

N
 orn, J. 
G., 
F
e
d
e
r
a
t
e
d
 States 
of Micronesia, 
In: 
N
t
u
m
y
,
 M
.
A
.
 (General Ed.), 
S
o
u
t
h
 Pacific Islands L
e
g
a
l
 S
y
s
t
e
m
s
 (Uni' 

versity of H
a
w
a
i
i
 Press, 1
9
9
3
)
,
 
p
p
.
 4
6
2
,
 4
6
2
,
 4
6
4
 ;
 印
~
車
盆
追
ヱ
J

「
牛
心
史
時
唸
代
の
オ
セ
ア
ニ
ア
」
山
印
本
盲
〖
烏
編
『
オ
セ
ア
ニ
ア
中
と
』
（
山
川
出

版
社
、
二

0
0
0
)

一
七
頁
以
下
、
三
五
ー
三
八
頁
、
四
四
頁
。

(
2
)
一
連
の
歴
史
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、

N
o
m
,
 s
u
p
r
a
 note 1
,
 

at 4
6
2
-
4
6

ぎ
増
田
義
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
太
平
洋
探
検
」
山
本
編
・
前
掲

注
(
1
)
四
六
頁
以
下
、
五
ニ
ー
五
三
頁
、
須
藤
健
一
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
史
」
山
本
編
・
前
掲
注
(
1
)
三
―
四
頁
以
下
、
三
―
四
ー
三
四
九
頁
。
ま

た
、
自
由
連
合
協
定
に
つ
い
て
詳
し
い
も
の
と
し
て
、
五
十
嵐
正
博
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
国
際
法
上
の
地
位
自
由
連
合
協
定
を
中
心
に
し
て

(
-
）
」
金
沢
法
学
三

0
巻
一
号
(
-
九
八
七
）
一
頁
以
下
、
「
同
・
（
ニ
・
完
）
」
三
二
巻
一

11

二
号
(
-
九
九
0
)

一
五
七
頁
以
下
。

(
3
)
邦
訳
と
し
て
、
紺
谷
浩
司
解
説
・
訳
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
」
萩
野
芳
夫
ほ
か
編
『
ア
ジ
ア
憲
法
集
』
（
明
石
書
店
、
二

0
0
四
）
四
三
三
頁

以
下
。

(
4
)

ヤ
ッ
プ
州
憲
法
の
邦
訳
と
し
て
、
三
條
秀
夫
「
太
平
洋
島
嶼
国
家
の
法
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
・
ヤ
ッ
プ
州
憲
法
」
東
北
学
院
大
学
論

集
人
間
・
言
語
・
情
報
―
二
二
号
(
-
九
九
九
）
一
〇
七
頁
以
下
。

(

5

)

N

 orn, s
u
p
r
a
 note 1
,
 

at 4
6
6
-
4
7
0
.
 

(

6

)

N

 orn, s
u
p
r
a
 note 1, 
at 5
1
4
-
5
1
5
.
 

(
7
)
拙
稿
「
ト
ン
ガ
王
国
の
刑
事
制
裁
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
六
巻
四
号
（
二

0
0
六
）
七
五
頁
以
下
、
「
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
の
刑
事
制

裁
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
七
巻
五
号
（
二

0
0
八
）
四
七
頁
以
下
、
「
ナ
ウ
ル
共
和
国
に
お
け
る
拘
禁
刑
の
代
替
策
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五

六
巻
六
号
（
二

0
0
八
）
九
三
頁
以
下
、
「
ヴ
ァ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
の
刑
事
制
裁
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
八
巻
一
号
(
―

1
0
0
八
）
七
五
頁
以
下
。

以
下
で
は
、

ま
ず
、

五

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
政
府
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
し
て
い
る
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
法
情
報
シ
ス
テ
ム

(
8
)
 

(
L
e
g
a
l
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 S
y
s
t
e
m
 o
f
 t
h
e
 F
e
d
e
r
a
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 o
f
 M
i
c
r
o
n
e
s
i
a
)
 

英
語
を
公
用
語
と
し
て
い
る
た
め
、
条
文
も
英
語
で
入
手
で
き
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
刑
事
司
法
制
度
に
つ
い
て
、
条
文
を
手
掛
か
り
に

(9) 

紹
介
す
る
こ
と
と
し
、
可
能
な
限
り
、
刑
事
司
法
運
営
の
実
態
に
迫
る
こ
と
と
し
た
い
。

味
深
い
。
今
回
は
、

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
裁
判
制
度
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
、
刑
事
制
裁
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
三
五
九
）

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

、
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
は



二
、
刑
事
裁
判
制
度

第
五
八
巻
―
―
―
号

(
8
)
 
http:/ ＼ 
f
s
m
l
a
w
.
o
r
g
.
 ＼ f
s
m
 ¥
 in
d
e
x
.
h
t
m
.
 

(
9
)

こ
れ
ま
で
に
我
が
国
で
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
土
屋
員
一
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
刑
事
司
法
会
議
」
罪
と
罰
一
七
巻
三
号
(
-
九
八
0
)
二
三

頁
以
下
、
ア
デ
ィ
ソ
ン
・
ボ
ウ
マ
ン
•
田
中
開
訳
「
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
司
法
」
広
島
法
学
―
四
巻
一
二
号
(
-
九
九
一
）
一
四
九
頁
以
下

[
畑
博
行
編
『
南
太
平
洋
諸
国
の
法
と
社
会
』
（
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
九
二
）
二
四
三
頁
以
下
所
収
]

0

以
下
で
は
、
刑
事
制
裁
が
ど
の
よ
う
な
手
続
で
科
さ
れ
る
か
を
見
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
に
お
い
て
は
、
連
邦
の
裁
判
所
と
州
の
裁
判
所
が
並
存
し
て
い
る
。

(10) 

ま
ず
、
連
邦
の
裁
判
所
は
、
憲
法
上
、
最
高
裁
判
所
と
下
級
裁
判
所

(
i
n
f
e
r
i
o
r
c
o
u
r
t
)

か
ら
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
現

在
の
と
こ
ろ
、
下
級
裁
判
所
は
設
立
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
高
裁
判
所
が
連
邦
の
唯
一
の
裁
判
所
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
長
官

(12) 

(
C
h
i
e
f
 J
u
s
t
i
c
e
)

と
五
名
以
内
の
陪
席
判
事

(
A
s
s
o
c
i
a
t
e
J
u
d
g
e
)

で
構
成
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
連
邦
議
会
の
三
分
の
二
以
上
の
承

(13) 

認
に
基
づ
き
、
大
統
領
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。
最
高
裁
判
所
長
官
と
陪
席
判
事
は
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
国
籍
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
最
高
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
て
以
来
し
ば
ら
く
の
間
、
最
高
裁
判
所
長
官
は
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
有
す
る
者

(14) 

で
あ
っ
た
。

一
九
九
二
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
国
籍
を
有
す
る
者
が
最
高
裁
判
所
長
官
に
就
任
し
た
。
最
高
裁
判

所
は
、
公
判
部

(trial
d
i
v
i
s
i
o
n
)

と
上
訴
部

(
a
p
p
e

=
 
a
t
e
 d
i
v
i
s
i
o
n
)

に
分
か
れ
、
全
て
の
判
事
が
両
部
に
所
属
す
る
。
従
っ
て
、
最

(16)

（

17) 

高
裁
判
所
の
公
判
部
が
連
邦
の
刑
事
事
件
の
第
一
審
と
な
る
。
公
判
部
に
お
い
て
は
、
一
名
の
判
事
に
よ
り
審
理
が
行
な
わ
れ
る
。
公
判

(18) 

部
か
ら
の
上
訴
審
と
、
州
の
刑
事
事
件
の
各
州
の
最
上
級
審
か
ら
の
上
訴
審
と
な
る
の
が
、
上
訴
部
で
あ
る
。
上
訴
部
に
お
い
て
は
、
公

判
部
で
審
理
を
行
な
っ
た
判
事
以
外
の
三
人
以
上
の
判
事
に
よ
り
審
理
が
行
な
わ
れ
る
。
ま
た
、
上
訴
部
は
、
州
の
刑
事
事
件
に
お
い
て
、

関
法

五
四

言
六
0
)



(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

、
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁

(20) 

連
邦
憲
法
、
連
邦
法
又
は
条
約
の
解
釈
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
解
釈
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
刑
事
手
続
規
則

(
F
e
d
e
r
a
l
R
u
l
e
s
 o
f
 C
r
i
m
i
n
a
l
 P
r
o
c
e
d
u
r
e
)
 

連
邦
最
高
裁
判
所
規
則
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

(21) 

の
連
邦
規
則
と
の
違
い
で
あ
る
。

(22) 

次
に
、
州
の
裁
判
所
は
、
州
ご
と
に
若
干
の
差
異
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
最
上
級
審
と
し
て
、

(23) 

州
最
高
裁
判
所

(
S
t
a
t
e
S
u
p
r
e
m
e
 C
o
u
r
t
)

が
置
か
れ
、

(24) 

い
る
。

コ
ス
ラ
エ
州
と
ヤ
ッ
プ
州
で
は
、
州
裁
判
所

(
S
t
a
t
e
C
o
u
r
t
)

が
置
か
れ
て

(25) 

い
ず
れ
も
、
連
邦
同
様
に
、
公
判
部
と
上
訴
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
次
に
、
下
級
裁
判
所
と
し
て
、
チ
ュ
ー
ク
州
と
ポ
ー
ン
ペ
イ

(26) 

州
で
は
、
自
治
休
裁
判
所

(
m
u
n
i
c
i
p
a
l
c
o
u
r
t
)

が
置
か
れ
て
い
る
。
ヤ
ッ
プ
州
で
は
、
下
級
裁
判
所
と
し
て
、
村
裁
判
所

(village

c
o
u
r
t
)

が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

(28) 

置
か
れ
て
い
な
い
。

各
州
の
最
高
裁
判
所
か
ら
は
、
連
邦
の
最
高
裁
判
所
の
上
訴
部
に
上
訴
が
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
チ
ュ
ー
ク
州
と
コ
ス
ラ
エ
州
の

最
高
裁
判
所
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
件
の
上
訴
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ポ
ー
ン
ペ
イ
州
と
ヤ
ッ
プ
州
の
最
高
裁
判
所
か
ら
は
、
連
邦

(30) 

の
法
律
に
関
す
る
事
件
や
連
邦
憲
法
に
関
す
る
事
件
だ
け
上
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
、

N
orn, s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
,
 

at 4
7
6
,
 4
9
7
-
7
9
8
.
 

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 of the F
e
d
e
r
a
t
e
d
 States of M
i
c
r
o
n
e
s
i
a
,
 Art. X
L
 Sec. 1. 

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 of the F
e
d
e
r
a
t
e
d
 States of M
i
c
r
o
n
e
s
i
a
,
 Art. 
X
L
 Sec. 2
.
 

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 of t
h
e
 F
e
d
e
r
a
t
e
d
 States of M
i
c
r
o
n
e
s
i
a
,
 Art. 
X
L
 Sec. 3
.
 

N
 o
m
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1, 
at 5
1
4ー

5
1
5
.

刑
事
手
続
は
、

ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト

五
五

（
三
六
一
）

コ
ス
ラ
エ
州
で
は
、
州
憲
法
上
、
下
級
裁
判
所
の
設
置
が
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
未
だ

チ
ュ
ー
ク
州
と
ポ
ー
ン
ペ
イ
州
で
は
、

を
範
と
し
て
制
定
さ
れ
た

(
a
r
r
a
i
g
n
m
n
e
n
t
)

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
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、
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁

2
．
刑
事
制
裁
の
概
況

U
S
D
-

―0
円
で
換
算
。
以
下
同
じ
）
以
上
の
損
害
額
の
犯
罪
と
さ
れ
て
い
た
。

）
 

(
1
m
p
n
s
o
n
m
e
n
t
 

"＂
"J 升

五
七

（
三
六
三
）

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
で
は
、
実
体
法
上
、
犯
罪
は
、
連
邦
法
が
規
定
す
る
連
邦
犯
罪

(national
c
r
i
m
e
)
 

(31) 

犯
罪

(state
c
r
i
m
e
)

に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

と
、
州
法
が
規
定
す
る
州

一
九
九
一
年
ま
で
、
連
邦
犯
罪
と
州
犯
罪
の
区
別
は
、
犯
罪
の
重
大
性
を
基
準
と
し
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
重
大
又
は
中
程
度
の
犯
罪
が
連
邦
犯
罪
と
さ
れ
、
軽
微
な
犯
罪
が
州
犯
罪
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

連
邦
犯
罪
は
、
法
定
刑
が
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
と
さ
れ
る
犯
罪
又
は
一

0
0
0
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル

(
U
S
D
)
 
（
約
―
―
万
円
。

と
さ
れ
る
犯
罪
に
改
正
さ
れ
た
も
の
の
、
依
然
、
犯
罪
の
重
大
性
が
連
邦
犯
罪
と
州
犯
罪
を
区
別
す
る
と
さ
れ

(32) 

一
九
九
一
年
に
な
る
と
、
犯
罪
の
重
大
性
で
は
な
く
、
犯
罪
の
性
質
が
区
別
基
準
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
犯
罪

は
、
「
本
質
的
に
連
邦
犯
罪
と
さ
れ
る
性
質

(
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
n
a
t
i
t
o
n
a
l in 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
)
」
を
有
す
る
犯
罪
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
州
犯
罪
は
、
連
邦
犯
罪
の
対
象
以
外
の
全
て
の
犯
罪
に
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
各
州
で

刑
事
実
体
法
に
関
す
る
規
定
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
も
の
の
、
チ
ュ
ー
ク
州
で
は
、
今
な
お
、
草
案
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
で
は
、
連
邦
と
各
州
と
で
刑
事
制
裁
に
つ
い
て
も
、
規
定
上
、
差
異
が
見
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
規
定
の
整
備
が

、
こ
0

て
し

f

l
．
連
邦
犯
罪
と
州
犯
罪

三

、

刑

事

制

裁

一
九
八
七
年
に
は
、
法
定
刑
が
一

0
年
以
上
の
拘
禁



手
統

(in
r
e
m
)
 

o
r
 
h
e
r
 
f
a
m
i
l
y
)
、

罰
金
刑

(fine)
、

第
五
八
巻
三
号

居
所
指
定

(33) 

最
も
進
ん
で
い
る
と
言
え
る
連
邦
の
制
度
を
中
心
に
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
約
二
七
五

0
万
円
）
以
下
の
罰
金
刑
が

連
邦
で
は
、
被
害
弁
償

(restitution)
、
損
害
匝
復

(
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
)
、
被
害
者
へ
の
役
務
提
供

(
s
e
r
v
i
c
e
t
o
 
t
h
e
 v
i
c
t
i
m
 o
r
 t
o
 h
i
s
 

(
c
o
n
f
i
n
e
m
e
n
t
 
t
o
 
a
 p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
 
a
r
e
a
)
'
 

(
p
r
o
b
a
t
i
o
n
)
、
社
会
奉
仕
作
業

(
c
o
m
m
u
n
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
)
、
拘
禁
刑
の
九
種
類
の
刑
事
制
裁
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
死
刑
は
、
憲
法
上
、

(34) 

禁
止
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
以
外
に
、
犯
罪
に
関
わ
る
物
や
利
益
に
関
し
て
、
剥
奪
命
令

(
c
o
n
茄
c
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
)
、
金
銭
制
裁
命
令

(
p
e
c
u
n
i
a
r
y
p
e
n
a
l
'
 

(36)

（

37)

（

38)

（

39) 

t
y
 
o
r
d
e
r
)
、
制
限
命
令

(
r
e
s
t
r
a
i
n
i
n
g
o
r
d
e
r
)
、
書
類
提
出
命
令

(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
)
、
監
視
命
令

(
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
o
r
d
e
r
)
、
没
収

(40) 

(forfeiture)

が
民
事
制
裁
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
剥
奪
命
令
は
、
犯
罪
に
関
係
す
る
物
を
剥
奪
す
る
も
の
で
あ
る
。
第

ニ
に
、
金
銭
制
裁
命
令
は
、
犯
罪
か
ら
得
ら
れ
た
利
益
を
剥
奪
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
制
限
命
令
は
、
剥
奪
命
令
や
金
銭
制
裁
命

令
の
対
象
と
な
り
う
る
物
や
金
銭
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
処
分
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
書
類
提
出
命
令
は
、
被
告
人
の
財

産
の
内
容
、
所
在
、
量
を
特
定
す
る
た
め
の
書
類
を
提
供
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
第
五
に
、
監
視
命
令
は
、
金
融
機
関
に
対
し
て
、
特
定

の
者
の
口
座
に
お
け
る
取
引
履
歴
を
開
示
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
第
六
に
、
没
収
は
、
公
共
の
安
全
に
と
っ
て
有
害
な
不
法
に

所
有
、
運
搬
、
使
用
、
船
舶
へ
の
積
載
、
輸
送
、
引
渡
し
が
行
な
わ
れ
た
火
器
、
危
険
物
、
弾
薬
の
剥
奪
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
制
限

命
令
、
書
類
提
出
命
令
、
監
視
命
令
の
違
反
に
対
し
て
は
、
自
然
人
の
場
合
、

関
法

五
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
万
U
S
D

万
円
）
以
下
の
罰
金
刑
又
は
そ
の
両
方
が
、
法
人
な
ど
自
然
人
以
外
の
場
合
、
二
五
万
U
S
D

(41) 

予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
刑
事
制
裁
で
は
な
く
、
民
事
制
裁
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
犯
罪
に
関
わ
る
物
の
扱
い
に
関
し
て
は
、
民
事

(42) 

で
行
な
う
こ
と
を
通
例
と
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
八

プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（
三
六
四
）

（
約
五
五
〇



、
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁

五
九

（
三
六
五
）

(43) 

刑
の
宣
告
猶
予
が
可
能
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
合
理
的
な
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

(44)

（

45) 

量
刑
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
所
は
、
犯
罪
の
性
質
と
、
被
告
人
の
事
情
を
広
く
調
査
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
有
罪

認
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
過
去
に
告
発

(
a
c
c
u
s
e
)

さ
れ
た
事
件
や
、
答
弁
取
引

(
p
l
e
a
d
g
u
i
l
t
y
)

を
行
な
っ
た
事
件
も
考
慮
す

(46) 

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
条
文
上
、
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
慣
習
を
踏
ま
え
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

(47) 

い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
慣
習
上
、
侵
害
行
為
に
対
す
る
制
裁
及
び
地
域
社
会
と
の
和
解
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
殴
打
の
儀
式

を
も
っ
て
、
事
件
の
処
理
が
終
結
し
た
と
し
て
、
刑
事
裁
判
で
新
た
に
量
刑
を
行
な
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
さ
れ
た
事
件
が
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
か
か
る
場
合
に
も
量
刑
を
な
し
う
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
殴
打
の
儀
式
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
量
刑
上
考
慮
さ
れ
る

(48) 

に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。

な
お
、
内
閣
は
、
恩
赦

(
p
a
r
d
o
n
)

(49) 

ま
た
、
刑
の
執
行
猶
予
が
可
能
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
合
理
的
な
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

(50) 

や
刑
の
執
行
延
期

(
r
e
p
r
i
e
v
e
)

を
な
し
う
る
。(51) 

被
害
弁
償
は
、
被
害
者
へ
金
銭
を
支
払
う
よ
う
犯
罪
者
に
求
め
る
刑
事
制
裁
で
あ
る
。
犯
罪
者
に
資
力
が
な
く
、
支
払
が
で
き
な
い
場

合
で
、
行
為
者
の
家
族
が
代
わ
り
に
支
払
う
こ
と
を
拒
否
し
た
と
き
で
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
拘
禁
刑
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と

(52) 

さ
れ
る
。

損
害
回
復
は
、
被
害
物
件
の
所
有
者
へ
現
物
返
還
を
行
な
っ
た
り
、
破
壊
又
は
損
傷
し
た
被
害
物
件
を
修
復
す
る
よ
う
犯
罪
者
に
求
め

(53) 

る
刑
事
制
裁
で
あ
る
。

3
．
被
害
弁
償
、
損
害
回
復
、
被
害
者
へ
の
役
務
提
供



刑
の
上
限
が
六
月
の
場
合
、
多
額
は
一

O
O
O
U
S
D

多
額
は
二
五
O
O
O
U
S
D

D
 

4
．

罰

金

刑

第
五
八
巻
三
号

（
約
五
五
0
万
円
）
、
法
定
刑
の
上
限
が
一
二
年
の
場
合
、

（
三
六
六
）

(54) 

被
害
者
へ
の
役
務
提
供
は
、
被
害
者
の
た
め
に
何
ら
か
の
役
務
を
行
な
う
よ
う
犯
罪
者
に
求
め
る
刑
事
制
裁
で
あ
る
。

(55) 

い
ず
れ
も
、
裁
判
所
が
適
切
と
考
え
る
場
合
、
賦
科
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(56) 

こ
れ
ら
の
刑
事
制
裁
は
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
で
は
、
侵
害
行
為
に
対
す
る
慣
習
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共

(57) 

和
国
に
お
い
て
も
、
現
物
返
還
と
被
害
弁
償
が
刑
事
制
裁
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
被
害
の
内
容
を
表
示
・
表
現
す
る
こ
と
で
、
犯
罪

者
に
自
己
が
惹
起
し
た
結
果
を
認
識
さ
せ
、
改
善
•
更
生
・
社
会
復
帰
の
契
機
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、

(58) 

刑
事
制
裁
と
し
て
、
「
現
物
返
還
命
令
」
や
「
被
害
弁
償
命
令
」
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

金
銭
の
支
払
を
求
め
る
刑
事
制
裁
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
り
賦
科
さ
れ
る
裁
判
所
罰
金
刑

(court
fine)

と
、
法
令
上
、
裁
判
所
以

(60) 

外
の
者
に
よ
り
科
さ
れ
る
非
裁
判
所
罰
金
刑

(civil
fine)

が
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
連
邦
の
国
庫
に
納
付
さ
れ
る
が
、
裁
判
所
罰
金
刑

の
場
合
で
、
例
外
的
に
、
地
区
や
地
方
公
共
団
体
の
法
令
に
基
づ
き
科
さ
れ
た
場
合
は
、
地
区
や
地
方
公
共
団
体
に
納
付
さ
れ
る
。

(61)

（

62) 

裁
判
所
罰
金
刑
は
、
法
定
刑
と
さ
れ
て
い
る
場
合
の
ほ
か
、
他
の
刑
事
制
裁
に
加
え
て
賦
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
刑
事
制
裁
に

付
加
的
に
賦
科
さ
れ
る
場
合
、
制
定
法
上
、
特
に
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
法
定
刑
の
上
限
が
一

0
年
の
場
合
、
多
額
は
一

0
万
U
S

（約―

1
0
0
万
円
）
、
法
定
刑
の
上
限
が
五
年
の
場
合
、
多
額
は
五
万
U
S
D

（
約
五
五

0
0
0
円）

関
法

（
約
二
七
五
万
円
）
、
法
定
刑
の
上
限
が
一
年
の
場
合
、
多
額
は
五
O
O
O
U
S
D
（
約
五
五
万
円
）
、
法
定

（
約
―
一
万
円
）
、
法
定
刑
の
上
限
が
一
―

1
0
日
の
場
合
、
多
額
は
五

O
O
U
S
D

と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
連
邦
政
府
が
被
っ
た
損
害
の
価
値
又
は
被
告
人
が
犯
罪
か
ら
得
た
金
銭
的
利
益
の
二
倍

六
〇



、
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁

5
．
居
所
指
定

れ
る
。

金
額
が
五

O
O
O
U
S
D
（
約
五
五
万
円
）
以
下
の
と
き
に
は
、

裁
判
所
罰
金
刑
が
不
払
の
場
合
、
罰
金
額
が
一

O
O
O
U
S
D

六

（
三
六
七
）

以
下
の
と
き
に
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
が
、
罰
金
額
が
五
万
U
S
D

(63) 

刑
が
科
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
非
裁
判
所
罰
金
刑
の
場
合
、
税
の
不
払
と
同
様
の
方
法
で
徴
収
さ
れ
、
不
払
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
る
こ

(64) 

と
は
な
い
。

条
文
上
及
び
判
例
上
も
、
不
払
に
よ
る
拘
禁
を
制
限
す
る
法
理
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
憲
法
の

(65) 

適
正
手
続
保
障
と
法
の
下
の
平
等
の
規
定
と
抵
触
す
る
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
不
払
に
対
し
て
、
直
ち
に
拘
禁
す
る
こ
と
と
な
れ

ば
、
適
正
手
続
保
障
に
欠
け
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
、
支
払
能
力
の
な
い
者
を
拘
禁
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
法
の
下
の
平
等
に
反
す
る

(66) 

こ
と
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
影

(67) 

響
を
受
け
た
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
や
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
チ
ュ
ー
ク
州
の
草
案
と
ヤ
ッ
プ
州
で
は
、
既
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る

(68) 

こ
と
を
考
え
る
と
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
連
邦
レ
ベ
ル
で
も
、
近
い
将
来
、
か
か
る
法
理
が
確
立
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ

(69) 

居
所
を
特
定
の
地
域
に
限
定
し
、
そ
の
地
域
内
で
暮
ら
し
続
け
る
よ
う
犯
罪
者
に
命
ず
る
刑
事
制
裁
で
あ
る
。
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
が

島
嶼
国
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
犯
罪
者
が
居
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
島
か
ら
出
る
こ
と
を
禁
止
す
る
意
味
が
強
い
。

の
額
の
ほ
う
が
大
き
け
れ
ば
、
そ
の
額
が
多
額
と
さ
れ
る
。

（
約
五
五

0
万
円
）
を
超
え
る
と
ぎ
に
は
、

一
年
以
下
の
拘
禁
刑
が
、
罰
金
額
が
五
万
U
S
D

（
約
―
―
万
円
）
以
下
の
と
き
に
は
、
三

0
日
以
下
の
拘
禁
刑
が
、
罰

（
約
五
五

0
万
円
）

1
0
年
以
下
の
拘
禁



8
．
拘

禁

刑

7
．
社
会
奉
仕
作
業

監
督
者
を
十
分
に
確
保
で
き
る
か
は
問
題
と
な
ろ
う
。

6
．
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共

第
五
八
巻
三
号

的

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
同
ぉ
‘
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
で
は
、
比
較
的
小
さ
な
地
域
共
同
体
が
多
く
、
実
効
性
が
確
保
さ
れ
や
す
い
と

い
う
事
情
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
軽
微
事
犯
や
他
害
性
の
乏
し
い
者
の
刑
務
所
へ
の
収
容
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(71) 

一
定
の
合
理
的
な
条
件
を
遵
守
さ
せ
つ
つ
、
社
会
内
で
生
活
さ
せ
る
刑
事
制
裁
で
あ
る
。
有
罪
と
さ
れ
た
犯
罪
類
型
の
法
定
刑
と
さ
れ

て
い
る
拘
禁
刑
の
上
限
の
期
間
が
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
間
の
上
限
と
な
る
。
実
務
上
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
賦
科
の
判
断
の
際
に
は
、
犯
罪

(72) 

者
の
社
会
復
帰
よ
り
も
、
社
会
の
安
全
の
利
益
を
優
先
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
対
象
者
の

(73) 

犯
罪
者
に
社
会
内
で
一
定
の
作
業
を
行
な
わ
せ
る
刑
事
制
裁
で
あ
る
。
チ
ュ
ー
ク
州
の
草
案
と
ヤ
ッ
プ
州
で
は
、

的

和
国
同
お
、
社
会
奉
仕
命
令
と
い
う
呼
び
方
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
州
で
は
、
拘
禁
刑
に
代
え
て
、
拘
禁
を
行
な
わ
ず
、
公
共

(75) 

の
た
め
に
労
働

(
l
a
b
o
r
w
i
t
h
o
u
t
 i
m
p
r
i
s
o
n
m
e
n
t
)

を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

犯
罪
者
を
刑
務
所

(prison)

(76) 

に
拘
禁
す
る
刑
事
制
裁
で
あ
る
。

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
で
も
、
刑
務
所
内
で
の
医
療
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
医
療
的
措
置
の
必
要
な
受
刑
者
に
意
図
的
に
医
療

関
法

I 

ノ‘

（
三
六
八
）



(36) 

、
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁

案
に
応
じ
て
、
拘
禁
刑
を
回
避
す
る
こ
と
が
容
易
と
さ
れ
て
い
る
。

,. 
ノ‘

（
三
六
九
）

を
施
さ
な
い
場
合
や
、
受
刑
者
の
尊
厳
や
健
康
に
対
し
て
意
図
的
に
不
十
分
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
場
合
、
残
虐
で
尋
常
で
な
い
刑
罰
と

(77) 

し
て
違
憲
と
な
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

1
0
年
を
経
過
し
た
と
き
以
降
、

(78) 

パ
ロ
ー
ル
の
適
合
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
判
断
は
、
原
則
と
し
て
、
量
刑
を
行
な
っ
た
裁
判

官
が
行
な
う
。
裁
判
官
は
、
受
刑
者
の
刑
務
所
内
で
の
行
動
や
、
釈
放
後
の
社
会
内
で
の
生
活
へ
の
適
合
可
能
性
を
示
唆
す
る
因
子
の
ほ

(79) 
か
、
検
察
官

(
c
o
u
n
c
i
l
)

、
被
害
者
又
は
被
害
者
の
家
族
の
長
、
聖
職
者
や
地
方
公
共
団
体
や
村
の

(80) 

長
か
ら
得
ら
れ
た
意
見
を
考
慮
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
判
断
に
は
、
異
議
申
立
て
が
可
能
で
あ
る
。

(
p
r
o
s
e
c
u
t
o
r
)

、
呼
受
刑
者
、
弁
護
人

(81) 

拘
禁
刑
が
絶
対
的
法
定
刑
と
な
っ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
拘
禁
刑
以
外
の
刑
事
制
裁
を
選
択
ず
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
事

(31)

詳
し
く
は
、

N
o
r
n
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1, 
a
t
 4
9
3ー

4
9
5
.

（
翌

C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
o
f
 t
h
e
 F
e
d
e
r
a
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 o
f
 M
i
c
r
o
n
e
s
i
a
,
 Art・

戸
S
e
c
.
2
 (p). 

（
翌
ポ
ー
ン
ペ
イ
州
に
つ
い
て
は
、
法
律
を
確
認
す
る
こ
と
が
て
き
な
か
っ
た
。

(34) 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 o
f
 t
h
e
 F
e
d
e
r
a
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 o
f
 M
i
c
r
o
n
e
s
i
a
,
 A
r
t
.
 
1¥1 

(
c
l
o
s
i
n
g
 o
f
 b
u
s
i
n
e
s
s
)
 
-4J
岨
況
｛
疋
さ
ふ
い
て
い
る
。

1
1
Y
S
C
§
1
1
0
7
 ;
 1

2
 C
S
C
§
2
0
0
7
 (
D
r
a
f
t
 V
e
r
s
i
o
n
)
.
 

コ
ス
ラ
エ
州
[
で
は
、
蒟
猛
示
刑
と
罰

金
刑
だ
け
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

1
3
K
S
C
§
§
1
3
.
 1
2
0
1

ー

13.
1
2
0
3
,
 
13. 1301

—

13. 

1
3
0
3
.
 

(35) 
1
1
 F
S
M
C
§
§
9
2
9
 (
1
)
 (a), 
(2), 
(3), 
9
3
 0ー

9
4
1
.

剥
奪
で
ぎ
な
い
場
合
、
対
象
と
な
る
物
の
金
銭
価
値
を
換
算
し
、
そ
の
額
を
支
払
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

1
1
F
S
M
C
§
9
4
0
.
 
支
払
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
後
述
の
罰
金
刑
の
不
払
の
場
合
と
同
様
の
制
裁
が
科
せ
ら
れ
る
。

1
1

F
S
M
C
§
9
4
1
.
 

1
1
 F
S
M
C
§
§
9
2
9
 (
1
)
 (b), 
(2), 
(3), 
9
3
0
-
9
3
2
,
 9
4
2
-
9
4
9
.
 
#
令
仏
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
剥
奪
命
令
と
同
様
に
、
罰
金
刑
の
不
払
の
場
合
と

分
の
一
が
経
過
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、
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
刑
事
制
裁

六
七

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
と
は
異
な
り
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
で
は
、
罰
金
刑
の
不
払
に
対
す
る
拘

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
で
は
、
没
収
が
刑
事
制
裁
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
で
は
、
没
収
が
民
事
制
裁
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
で
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
営
業
停
止
が
刑
事
制
裁
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
小
さ

な
島
々
が
点
在
す
る
国
土
で
、
効
率
的
に
刑
事
司
法
を
運
営
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
種
々
の
刑
事
制
裁
に
現
れ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て

今
後
、
機
会
を
見
つ
け
て
、
刑
事
制
裁
の
運
用
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
研
究
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

禁
刑
を
制
限
す
る
法
理
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

（三七一―-）

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
と
は
異
な
り
、
ミ


